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 告 示 

 

兵庫県告示第853号の２ 

 令和５年台風第７号に伴う災害による被害に関し、令和５年８月15日から香美町に災害救助法（昭和22年法

律第118号）第２条の規定による救助を実施する。 

 なお、同法第13条第１項の規定により、救助に係る知事の職権の一部である、避難所の設置、被災した住宅

の応急修理等を当該町の長が行うこととし、救助の実施期間については、災害救助に関する手続等を定める規

則（昭和38年兵庫県規則第58号）別表第１に規定された期間とする。 

  令和５年８月15日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦 
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